
総

務

省

組

織

令

の

一

部

を

改

正

す

る

政

令

参

照

条

文

目

次

○

国

家

行

政

組

織

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

百

二

十

号

）

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

１

○

総

務

省

組

織

令

（

平

成

十

二

年

政

令

第

二

百

四

十

六

号

）

抄

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

１

○

行

政

手

続

に

お

け

る

特

定

の

個

人

を

識

別

す

る

た

め

の

番

号

の

利

用

等

に

関

す

る

法

律

（

平

成

二

十

五

年

法

律

第

二

十

七

号

）

抄

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

３
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○

国

家

行

政

組

織

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

百

二

十

号

）

抄

（

内

部

部

局

）

第

七

条

省

に

は

、

そ

の

所

掌

事

務

を

遂

行

す

る

た

め

、

官

房

及

び

局

を

置

く

。

２

・

３

（

略

）

４

官

房

、

局

及

び

部

の

設

置

及

び

所

掌

事

務

の

範

囲

は

、

政

令

で

こ

れ

を

定

め

る

。

５

～

８

（

略

）

（

内

部

部

局

の

職

）

第

二

十

一

条

委

員

会

の

事

務

局

並

び

に

局

、

部

、

課

及

び

課

に

準

ず

る

室

に

、

そ

れ

ぞ

れ

事

務

局

長

並

び

に

局

長

、

部

長

、

課

長

及

び

室

長

を

置

く

。

２

・

３

（

略

）

４

官

房

、

局

若

し

く

は

部

（

実

施

庁

に

置

か

れ

る

官

房

及

び

部

を

除

く

。

）

又

は

委

員

会

の

事

務

局

に

は

、

そ

の

所

掌

事

務

の

一

部

を

総

括

整

理

す

る

職

又

は

課

（

課

に

準

ず

る

室

を

含

む

。

）

の

所

掌

に

属

し

な

い

事

務

の

能

率

的

な

遂

行

の

た

め

こ

れ

を

所

掌

す

る

職

で

課

長

に

準

ず

る

も

の

を

置

く

こ

と

が

で

き

る

も

の

と

し

、

こ

れ

ら

の

設

置

、

職

務

及

び

定

数

は

、

政

令

で

こ

れ

を

定

め

る

。

官

房

又

は

部

を

置

か

な

い

庁

（

実

施

庁

を

除

く

。

）

に

こ

れ

ら

の

職

に

相

当

す

る

職

を

置

く

と

き

も

、

同

様

と

す

る

。

５

（

略

）

○

総

務

省

組

織

令

（

平

成

十

二

年

政

令

第

二

百

四

十

六

号

）

抄

（

大

臣

官

房

の

所

掌

事

務

）

第

三

条

大

臣

官

房

は

、

次

に

掲

げ

る

事

務

を

つ

か

さ

ど

る

。

一

機

密

に

関

す

る

こ

と

。

二

総

務

省

の

職

員

の

任

免

、

給

与

、

懲

戒

、

服

務

そ

の

他

の

人

事

並

び

に

教

養

及

び

訓

練

に

関

す

る

こ

と

。

三

大

臣

の

官

印

及

び

省

印

の

保

管

に

関

す

る

こ

と

。

四

総

務

省

の

所

掌

事

務

に

関

す

る

総

合

調

整

に

関

す

る

こ

と

。

五

公

文

書

類

の

接

受

、

発

送

、

編

集

及

び

保

存

に

関

す

る

こ

と

。

六

法

令

案

そ

の

他

の

公

文

書

類

の

審

査

に

関

す

る

こ

と

。

七

総

務

省

の

機

構

及

び

定

員

に

関

す

る

こ

と

。

八

国

会

と

の

連

絡

に

関

す

る

こ

と

。
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九

総

務

省

の

所

掌

に

係

る

経

費

及

び

収

入

の

予

算

、

決

算

及

び

会

計

並

び

に

会

計

の

監

査

に

関

す

る

こ

と

。

十

総

務

省

所

管

の

国

有

財

産

及

び

物

品

の

管

理

に

関

す

る

こ

と

。

十

一

総

務

省

の

職

員

の

衛

生

、

医

療

そ

の

他

の

福

利

厚

生

に

関

す

る

こ

と

。

十

二

広

報

に

関

す

る

こ

と

。

十

三

総

務

省

の

保

有

す

る

情

報

の

公

開

に

関

す

る

こ

と

。

十

四

総

務

省

の

保

有

す

る

個

人

情

報

の

保

護

に

関

す

る

こ

と

。

十

五

総

務

省

の

行

政

の

考

査

に

関

す

る

こ

と

。

十

六

交

付

税

及

び

譲

与

税

配

付

金

特

別

会

計

の

経

理

に

関

す

る

こ

と

。

十

七

東

日

本

大

震

災

復

興

特

別

会

計

の

経

理

の

う

ち

総

務

省

の

所

掌

に

係

る

も

の

に

関

す

る

こ

と

。

十

八

東

日

本

大

震

災

復

興

特

別

会

計

に

属

す

る

国

有

財

産

の

管

理

及

び

処

分

並

び

に

物

品

の

管

理

の

う

ち

総

務

省

の

所

掌

に

係

る

も

の

に

関

す

る

こ

と

。

十

九

総

務

省

の

情

報

シ

ス

テ

ム

の

整

備

及

び

管

理

に

関

す

る

こ

と

。

二

十

国

立

国

会

図

書

館

支

部

総

務

省

図

書

館

に

関

す

る

こ

と

。

二

十

一

総

務

省

の

所

掌

事

務

に

関

す

る

政

策

の

評

価

に

関

す

る

こ

と

。

二

十

二

公

益

信

託

の

監

督

に

関

す

る

関

係

行

政

機

関

の

事

務

の

調

整

に

関

す

る

こ

と

。

二

十

三

引

揚

者

等

に

対

す

る

特

別

交

付

金

の

支

給

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

四

十

二

年

法

律

第

百

十

四

号

）

第

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

特

別

交

付

金

に

関

す

る

こ

と

。

二

十

四

平

和

条

約

国

籍

離

脱

者

等

で

あ

る

戦

没

者

遺

族

等

に

対

す

る

弔

慰

金

等

の

支

給

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

二

年

法

律

第

百

十

四

号

）

第

九

条

第

四

項

に

規

定

す

る

弔

慰

金

等

に

関

す

る

こ

と

。

二

十

五

旧

日

本

赤

十

字

社

救

護

看

護

婦

及

び

旧

陸

海

軍

従

軍

看

護

婦

に

対

す

る

慰

労

の

事

務

に

関

す

る

こ

と

。

二

十

六

一

般

戦

災

死

没

者

（

今

次

の

大

戦

に

よ

る

本

邦

に

お

け

る

空

襲

そ

の

他

の

災

害

の

た

め

死

亡

し

た

者

を

い

う

。

第

二

十

二

条

第

十

号

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

対

し

て

追

悼

の

意

を

表

す

事

務

に

関

す

る

こ

と

（

厚

生

労

働

省

の

所

掌

に

属

す

る

も

の

を

除

く

。

）

。

二

十

七

国

会

議

事

堂

等

周

辺

地

域

及

び

外

国

公

館

等

周

辺

地

域

の

静

穏

の

保

持

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

六

十

三

年

法

律

第

九

十

号

）

第

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

政

党

事

務

所

周

辺

地

域

の

指

定

に

関

す

る

こ

と

。

二

十

八

国

会

議

事

堂

、

内

閣

総

理

大

臣

官

邸

そ

の

他

の

国

の

重

要

な

施

設

等

、

外

国

公

館

等

及

び

原

子

力

事

業

所

の

周

辺

地

域

の

上

空

に

お

け

る

小

型

無

人

機

等

の

飛

行

の

禁

止

に

関

す

る

法

律

（

平

成

二

十

八

年

法

律

第

九

号

）

第

四

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

対

象

政

党

事

務

所

及

び

対

象

政

党

事

務

所

の

敷

地

の

指

定

並

び

に

同

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

対

象

政

党

事

務

所

に

係

る

対

象

施

設

周

辺

地

域

の

指

定

に

関

す

る

こ

と

。

二

十

九

総

務

省

設

置

法

第

三

条

第

一

項

の

任

務

に

関

連

す

る

特

定

の

内

閣

の

重

要

政

策

に

つ

い

て

、

当

該

重

要

政

策

に

関

し

て
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閣

議

に

お

い

て

決

定

さ

れ

た

基

本

的

な

方

針

に

基

づ

い

て

、

行

政

各

部

の

施

策

の

統

一

を

図

る

た

め

に

必

要

と

な

る

企

画

及

び

立

案

並

び

に

総

合

調

整

に

関

す

る

こ

と

。

三

十

前

各

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

総

務

省

の

所

掌

事

務

で

他

の

所

掌

に

属

し

な

い

も

の

に

関

す

る

こ

と

。

（

参

事

官

）

第

十

九

条

大

臣

官

房

に

参

事

官

十

人

（

う

ち

三

人

は

、

関

係

の

あ

る

他

の

職

を

占

め

る

者

を

も

っ

て

充

て

ら

れ

る

も

の

と

す

る

。

）

を

置

く

。

２

大

臣

官

房

に

置

く

参

事

官

は

、

命

を

受

け

て

、

総

務

省

の

所

掌

事

務

に

関

す

る

特

定

事

項

に

つ

い

て

の

企

画

及

び

立

案

に

参

画

す

る

。

（

大

臣

官

房

に

置

く

課

）

第

二

十

条

大

臣

官

房

に

、

次

の

五

課

を

置

く

。

秘

書

課

総

務

課

会

計

課

企

画

課

政

策

評

価

広

報

課

第

二

十

六

条

削

除

○

行

政

手

続

に

お

け

る

特

定

の

個

人

を

識

別

す

る

た

め

の

番

号

の

利

用

等

に

関

す

る

法

律

（

平

成

二

十

五

年

法

律

第

二

十

七

号

）

抄（

定

義

）

第

二

条

こ

の

法

律

に

お

い

て

「

行

政

機

関

」

と

は

、

行

政

機

関

の

保

有

す

る

個

人

情

報

の

保

護

に

関

す

る

法

律

（

以

下

「

行

政

機

関

個

人

情

報

保

護

法

」

と

い

う

。

）

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

行

政

機

関

を

い

う

。

２

～

（

略

）

12こ

の

法

律

に

お

い

て

「

情

報

提

供

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

シ

ス

テ

ム

」

と

は

、

行

政

機

関

の

長

等

（

行

政

機

関

の

長

、

地

方

公

共

団

体

14
の

機

関

、

独

立

行

政

法

人

等

、

地

方

独

立

行

政

法

人

（

地

方

独

立

行

政

法

人

法

（

平

成

十

五

年

法

律

第

百

十

八

号

）

第

二

条

第

一
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項

に

規

定

す

る

地

方

独

立

行

政

法

人

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

及

び

地

方

公

共

団

体

情

報

シ

ス

テ

ム

機

構

（

以

下

「

機

構

」

と

い

う

。

）

並

び

に

第

十

九

条

第

七

号

に

規

定

す

る

情

報

照

会

者

及

び

情

報

提

供

者

を

い

う

。

第

七

章

を

除

き

、

以

下

同

じ

。

）

の

使

用

に

係

る

電

子

計

算

機

を

相

互

に

電

気

通

信

回

線

で

接

続

し

た

電

子

情

報

処

理

組

織

で

あ

っ

て

、

暗

号

そ

の

他

そ

の

内

容

を

容

易

に

復

元

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

通

信

の

方

法

を

用

い

て

行

わ

れ

る

第

十

九

条

第

七

号

の

規

定

に

よ

る

特

定

個

人

情

報

の

提

供

を

管

理

す

る

た

め

に

、

第

二

十

一

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

き

総

務

大

臣

が

設

置

し

、

及

び

管

理

す

る

も

の

を

い

う

。

（

略

）

15
（

情

報

提

供

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

シ

ス

テ

ム

）

第

二

十

一

条

総

務

大

臣

は

、

委

員

会

と

協

議

し

て

、

情

報

提

供

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

シ

ス

テ

ム

を

設

置

し

、

及

び

管

理

す

る

も

の

と

す

る

。

２

（

略

）

附

則

（

施

行

期

日

）

第

一

条

こ

の

法

律

は

、

公

布

の

日

か

ら

起

算

し

て

三

年

を

超

え

な

い

範

囲

内

に

お

い

て

政

令

で

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

規

定

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。

一

第

一

章

、

第

二

十

四

条

、

第

六

十

五

条

及

び

第

六

十

六

条

並

び

に

次

条

並

び

に

附

則

第

五

条

及

び

第

六

条

の

規

定

公

布

の

日

二

第

二

十

五

条

、

第

六

章

第

一

節

、

第

五

十

四

条

、

第

六

章

第

三

節

、

第

六

十

九

条

、

第

七

十

二

条

及

び

第

七

十

六

条

（

第

六

十

九

条

及

び

第

七

十

二

条

に

係

る

部

分

に

限

る

。

）

並

び

に

附

則

第

四

条

の

規

定

平

成

二

十

六

年

一

月

一

日

か

ら

起

算

し

て

六

月

を

超

え

な

い

範

囲

内

に

お

い

て

政

令

で

定

め

る

日

三

第

二

十

六

条

、

第

二

十

七

条

、

第

二

十

九

条

第

一

項

（

行

政

機

関

個

人

情

報

保

護

法

第

十

条

第

一

項

及

び

第

三

項

の

規

定

を

読

み

替

え

て

適

用

す

る

部

分

に

限

る

。

）

、

第

三

十

一

条

、

第

六

章

第

二

節

（

第

五

十

四

条

を

除

く

。

）

、

第

七

十

三

条

、

第

七

十

四

条

及

び

第

七

十

七

条

（

第

七

十

三

条

及

び

第

七

十

四

条

に

係

る

部

分

に

限

る

。

）

の

規

定

公

布

の

日

か

ら

起

算

し

て

一

年

六

月

を

超

え

な

い

範

囲

内

に

お

い

て

政

令

で

定

め

る

日

四

第

九

条

か

ら

第

十

一

条

ま

で

、

第

十

三

条

、

第

十

四

条

、

第

十

六

条

、

第

三

章

、

第

二

十

九

条

第

一

項

（

行

政

機

関

個

人

情

報

保

護

法

第

十

条

第

一

項

及

び

第

三

項

の

規

定

を

読

み

替

え

て

適

用

す

る

部

分

を

除

く

。

）

か

ら

第

三

項

ま

で

、

第

三

十

条

第

一

項

（

行

政

機

関

個

人

情

報

保

護

法

第

十

条

第

一

項

及

び

第

三

項

の

規

定

を

読

み

替

え

て

適

用

す

る

部

分

に

限

る

。

）

及

び

第

二

項

（

行

政

機

関

個

人

情

報

保

護

法

第

十

条

第

一

項

及

び

第

三

項

の

規

定

を

読

み

替

え

て

適

用

す

る

部

分

に

限

る

。

）

、

第

六

十

三

条

（

第

十

七

条

第

一

項

及

び

第

三

項

（

同

条

第

四

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

に

係

る

部

分

に

限

る

。

）

、
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第

七

十

五

条

（

個

人

番

号

カ

ー

ド

に

係

る

部

分

に

限

る

。

）

並

び

に

第

七

十

七

条

（

第

七

十

五

条

（

個

人

番

号

カ

ー

ド

に

係

る

部

分

に

限

る

。

）

に

係

る

部

分

に

限

る

。

）

並

び

に

別

表

第

一

の

規

定

公

布

の

日

か

ら

起

算

し

て

三

年

六

月

を

超

え

な

い

範

囲

内

に

お

い

て

政

令

で

定

め

る

日

五

第

十

九

条

第

七

号

、

第

二

十

一

条

か

ら

第

二

十

三

条

ま

で

並

び

に

第

三

十

条

第

一

項

（

行

政

機

関

個

人

情

報

保

護

法

第

十

条

第

一

項

及

び

第

三

項

の

規

定

を

読

み

替

え

て

適

用

す

る

部

分

を

除

く

。

）

及

び

第

二

項

（

行

政

機

関

個

人

情

報

保

護

法

第

十

条

第

一

項

及

び

第

三

項

の

規

定

を

読

み

替

え

て

適

用

す

る

部

分

を

除

く

。

）

か

ら

第

四

項

ま

で

並

び

に

別

表

第

二

の

規

定

公

布

の

日

か

ら

起

算

し

て

四

年

を

超

え

な

い

範

囲

内

に

お

い

て

政

令

で

定

め

る

日


